
主催■埼玉県スマート農業普及推進プラットフォーム（埼玉県農林部農業支援課）
問合せ■埼玉県農林部農業支援課（TEL：048-830-4050　E-mail：a4040-11@pref.saitama.lg.jp）
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スマート農業技術活用促進法（令和6年10月施行）とは
　農業者の減少等の農業を取り巻く環境の変化に対応して、農業の生産性の向上を図るため、「スマート農業技術の
活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入に関する計画（生産方式革新実施計画）」と「スマート農
業技術等の開発及びその成果の普及に関する計画（開発供給実施計画）」の2つの認定制度を設けるもの
で、認定を受けた農業者や事業者は金融等の支援措置を受けることができます。
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/houritsu.html

会場参加
さいたま商工会議所会館第１・第２ホール
オンライン参加
Microsoft Teams（予定）

埼玉県マスコット
「コバトン」
「さいたまっち」






